
～

　最終予算額　 （Ａ)

　決　算　額 （Ｂ)

Ｂ(H24はＡ）のうち一般財源

 従事する職員数

 概算人件費 （Ｃ）

　概算事業費　（Ｂ(H24はA)＋Ｃ）

■　余地なし □　当面余地なし

4,957 4,681

判　定　・　説　明

154

178

評価区分

□　増加

b
期待どおり

内　線

E-mail

2355

kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp

23年度事業費の主な内訳

児童福祉法第12条

国庫補助事業・
県単独事業

担
当
課

・市町村と役割分担・連携を図りつつ、児童に関す
る相談に適切に対応するとともに、必要に応じて適
切に保護をする。

・市町村と役割分担・連携を図りつつ、5,002件の児童相談に適切に対応
するとともに、保護が必要な児童を一時保護した.

区　分

150
<効率指標(単位当りｺｽﾄ等)>
児童保護日数

　うち入所措置件数（活） 215

■　余地あり

⑥
総
合
分
析
等

総合分析
(今後の課題、
取組方針等)

・20年4月に施行された児童虐待防止法及び児童福祉法において、児童相談所の役割と責務は従来よりも増して
重要となっており、職員の資質向上等により、引き続き機能強化を図っていく必要がある。
・狭隘化やプライバシー確保に問題を抱えていた中央児童相談所については、相談室や一時保護所児童居室の
不足の解消をするとともに、少年法改正に伴う重大事件対応の緊急保護施設機能を付加し、旧公衆衛生専門学校
に24年2月移転改築した。
・老朽化と環境問題を抱える諏訪児童相談所については、24年度中に移転改築する。

特記事項

□　余地なし

⑤
事
業
の
課
題

県の関与を見直す
余地

・子どもを取り巻く社会情勢は複雑多様化しており、児童相談所
に対するニーズは高く横ばいである。
・今後市町村の児童家庭相談体制が確立しても、児童相談所に
はより専門的な相談体制を維持していくことが求められる。
・一時保護所については、狭隘化や混合処遇の解消等が課題
である。

事業ニーズの変化 判
定
の
説
明

④
事
業
の
成
果

事業の目標(H23) 事業成果・評価

□　余地あり

■　横ばい □　減少

□　当面余地なし
事業改善（有効性・
効率性）の余地

左記以外のH23年度実績

児童保護日数（活） 日

成果指標・活動指標内容

（効率指標　算出式）
概算事業費/児童保護日数

児童相談件数（活） 件

件

単位 22年度

③
事
業
実
績

千円／件

4,985

793,564 827,861

6,380

23年度

5,287

24年度（見込）

768,425

92,899 ・報酬：22,425 ・賃金：10,345 ・旅費：4,748　・需用費（光熱水費、
燃料費、消耗品費）20,434　・役務費：5,364　・委託料8,136
　・使用料：6,091　等千円

89.00

―

86.0083.00

694,046 710,188 734,962

23年度 24年度（当初）

59,238 76,532

79,075

63,220

22年度

74,379 83,376

88,659②
事
業
コ
ス
ト

区　　分 単位

千円

　概　算
　人件費

人

千円

千円

千円

①
　
事
 
業
 
の
 
概
 
要
 
等

目　的
(必要性)

児童に関する各般の問題につき、家庭その他からの相談に応じ児童が有する問題、真のニーズ、置かれた状況等と的確に
捉え、最も効果的な援助を行い、児童の福祉の向上を図るとともにその権利を擁護する。

対　象 児童及びその家庭

目指すべき姿
児童の最善の利益のために、児童相談所と市町村がそれぞれの役割や機能を効果的に活かし、連携・協力しながら相談援
助活動を展開する。

事業内容

・児童に関する各般の問題についての家庭、その他からの相談に応じる。
・必要な調査並びに医学的、心理的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行う。
・児童及びその保護者につき、調査又は判定に基づいた必要な相談援助活動を行う。
・通告等に基づき要保護児童の児童福祉施設への入所措置を行う。
・保護者による児童虐待等の場合の家庭裁判所の承認による児童福祉施設への入所措置を行う。

実施方法
国庫･
県単

県が直接又は委託して実施（児童養護施設、乳児院、里親等）

実施期間 Ｓ３９ 根拠法令等

平成24年度事務事業評価シート （23年度実施事業分）

事業番号 中期総合計画主要施策番号 3-03 部・課 健康福祉部　こども・家庭課

事　業　名
児童相談所費

(児童相談所運営費、一時保護所運営費）

04 10 03


